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 私は、父から、父が農業の用に供していた田及び畑、加えて現金 300 万円の贈与を

受けました。私は、従来から農業を営んでおり、今後も引き続き農業経営をする予定

ですので、農地等についての納税猶予の特例（注）の適用を受けます。 

（注） 特例の概要については、65 ページを参照してください。 

【事例６】農地等についての納税猶予の特例（暦年課税）を適用する場合

記入もれが

多い箇所で

すので注意

してくださ

い。 

贈与税の納税猶

予の特例の適用

を受ける農地等

については、「農

地等の贈与税の

納税猶予税額の

計算書」の「納

税猶予の適用を

受ける農地等の

明細」欄にその

明細を記入し、

この「所在場所

等」欄には「（措

置法第70条の4

第 1 項適用分別

添計算書のとお

り）」と記入しま

す。 

「農地等の贈与税

の納税猶予税額の

計算書」の⑥（47

ページ参照）に転

記します。 

「農地等の贈与税

の納税猶予税額の

計算書」の⑨（47

ページ参照）から

転記します。 

事
例
６ 
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「倍数」欄には、固定資

産税評価額を基として評

価する農地等について、

その固定資産税評価額に

掛ける一定の倍率を記入

します。 

「単価」欄には、固定資

産税評価額を基として評

価することになっていな

い農地等について、その

1 平方メートル当たりの

価額を記入します。 

田、畑、採草放牧地及び

準農地の各筆ごとの価

額を記入します。 

なお、田、畑、採草放

牧地及び準農地ごとに

それぞれ「計」を付す

とともに、Ⓐ の「合

計」欄にそれらの合計

額を記入します。 

「面積」欄には、田、畑、

採草放牧地及び準農地の

各筆ごとの面積を記入し

ます。 

なお、田、畑、採草放牧

地及び準農地ごとにそれ

ぞれ「計」を付すととも

に、「合計」欄には、それ

らの合計面積を記入しま

す。 

「固定資産税評価額」欄

には、固定資産税評価額

を基として評価する農地

等について、固定資産税

評価額を記入します。 

申告書第一表の⑬

（46 ページ参照）

に転記します。 

申告書第一表の⑫

（46 ページ参照）

から転記します。

（平 26.10）

農地等の所在場所を登記事

項証明書等の表示に従って、

地番まで記入します。 
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今回の贈与以前に「採草放

牧地」を所有したことがな

い場合には記入する必要

はありません。 

今回の贈与以前に「準農地」

を所有したことがない場合

には記入する必要はありま

せん。 

関
信

平成25年 12月 31日以前

の農地等の贈与の状況に

ついて、該当する区分に

応じて□に 印を記入し

ます。 
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この農地等についての納税猶予の特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告書に次の表に掲げる書類

を添付して提出しなければなりません。 

 

添 付 書 類 

1 

この特例の適用を受ける旨、特例の適用を受ける農地等の明細及び納税猶予税額の計算に関する明細を

記載した書類（「農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書」（47 ページ参照）に必要な事項を記載してく

ださい。） 

2 農地等の贈与者及び受贈者がこの特例の適用を受ける要件に該当している旨の農業委員会の証明書 

3 受贈者が贈与者の推定相続人であることを証する書類（例えば、戸籍の抄本など） 

4 

農地等のうちに平成３年１月１日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市（東京都の特別区を含み

ます。）の区域内に所在する農地又は採草放牧地がある場合には、その農地又は採草放牧地が都市営農農

地等である旨又は市街化区域以外の区域に所在するものである旨の市長（区長）の証明書 

5 準農地についてこの特例の適用を受ける場合には、その土地が準農地に該当する旨の市町村長の証明書

6 担保として提供しようとする財産の明細書その他担保の提供に関する書類 

7 贈与の事実を証する書類（例えば、贈与契約書など） 

8 

贈与者が租税特別措置法施行令第40条の６第１項に規定する個人に該当する旨を明らかにする贈与者の

書類で次に掲げる事項の記載のあるもの（「平成 年分 農地等の贈与に関する確認書」（48 ページ参照）

など） 

 ① 贈与者が今回の贈与の前年以前にその農業の用に供していた農地をその者の推定相続人に対し相

続時精算課税の適用に係る贈与をしていないこと。 

 ② 今回の贈与の年中に今回の贈与以外の贈与により、農地及び採草放牧地並びに準農地を贈与して

いないこと。 

 ③ 次に掲げる採草放牧地及び準農地の面積 

Ａ 贈与者が今回贈与をした採草放牧地 

Ｂ 贈与者が今回の贈与の日までその農業の用に供していた採草放牧地 

Ｃ 
今回の贈与の前年以前に贈与者が贈与した採草放牧地のうち相続時精算課税の適用を

受けるもの 

Ｄ 贈与者が今回贈与をした準農地 

Ｅ 贈与者が今回の贈与の日までに有していた準農地 

Ｆ 
今回の贈与の前年以前に贈与者が贈与した準農地のうち相続時精算課税の適用を受け

るもの 

 ④ Ａの面積が、Ｂの面積及びＣの面積の合計の３分の２以上となること。 

 ⑤ Ｄの面積が、Ｅの面積及びＦの面積の合計の３分の２以上となること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地等についての納税猶予の特例の添付書類 


